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令和２年度　畜犬登録・狂犬病予防注射日程

　狂犬病はウイルスに感染した動物に噛まれることによって伝染し、発症するとほぼ確実に死に至る恐ろしい病気
です。
　日本では狂犬病予防法によって室外犬・室内犬を問わず全ての犬に生涯１度の登録と毎年の狂犬病予防注射が義
務付けられており、違反した場合には20万円以下の罰金が課せられる場合があります。
　既に犬の登録を済まされている方は送付された案内はがきを会場に持参してください。

飼い主のみなさんへ
○動物病院等で予防注射を受けたら
　個人で予防注射を行った場合は、動物病院で発行され
る「注射済証」を環境生活課生活係まで持参のうえ、注射
済票（600円）の交付手続きを行ってください。
○飼い犬が亡くなったときは
　登録台帳から削除をしますので、環境生活課生活係ま
でご連絡ください。
○放し飼いは絶対にやめましょう！
　最近、犬の放し飼いによる苦情等が発生しています。放
し飼いは絶対にやめましょう。

■新規登録料� １頭　3,000円
■注射料� １頭　3,290円
※注射済票交付手数料込みの金額です
■戸別訪問巡回手数料� １戸　1,000円

犬の登録と狂犬病予防注射を
実施します

５月13日㈬ ５月14日㈭ ５月15日㈮
場　所 時　間 場　所 時　間 場　所 時　間
修武館 9：00～9：15 屈斜路研修センター 9：00～9：20 原野福祉の家 9：00～9：10
桜丘2丁目

福祉センター跡 9：20～9：30 古丹生活館 9：30～9：45 原野摩周会館 9：15～9：25

最栄利別寿の家 9：40～9：50 戸別訪問 9：50～10：40 仁多交流センター 9：30～9：45

奥春別交流センター 9：55～10：10 林業多目的センター
（旧仁伏クアハウス） 10：45～10：55 日の出・旭地区

コミュニティ会館 9：55～10：10

奥春別集いの家 10：15～10：25 川湯第２駐車場 11：10～11：25 戸別訪問 10：15～11：15

戸別訪問 10：30～10：55 川湯支所前 11：30～11：45 鈴蘭４丁目
すずらんこども館 11：20～11：35

鐺別寿の家 11：00～11：10 青少年会館前 11：50～12：00 摩周２丁目
摩周自治会館 11：40～12：00

見晴台団地 11：15～11：30 戸別訪問 13：00～13：50 戸別訪問 13：00～14：00
中央２丁目
公民館 12：30～12：55 跡佐登福祉の家 13：55～14：05 泉の湯前 14：05～14：25

高栄会館 13：00～13：10 川湯駅前
交流センター 14：15～14：30 旧南弟子屈生活館裏

駐車場 14：45～15：00

美羅尾ヶ丘会館 13：15～13：25 美留和会館 14：45～15：00 戸別訪問 15：05～16：00
水郷公園 13：30～13：50 戸別訪問 15：05～16：00
中央３丁目
東部こども館 14：00～14：15

戸別訪問 14：20～16：00
　ご自宅の近くの場所及び時間帯を確認して、忘れずに
予防注射を受けてください。
　また、昨年度まで実施しておりました、以下の会場につ
きましては、利用者の減少のため今年度は実施しないこ
ととしましたので、ご理解とご了承いただきますようよ
ろしくお願いします。

《集合注射の日程と都合が合わない場合の相談先》
●坪井家畜診療所　☎090－8270－9484（朝日２－４－30）
●三城家畜病院　☎090－8274－4327（鐺別原野312番地13）

今年度実施しない会場
・旧𫟰𫟰別家畜センター前　・御卒別集会所　・旧町営プール
・湯の島寿の家　・商工会館裏　・文化センター駐車場
・仁多寿の家　・泉ヶ丘公園　・札友内寿の家
・和琴半島入口交差点横・窪内売店前駐車場
・川湯温泉観光協会跡駐車場

■お申込み・お問い合わせは
　弟子屈町役場　環境生活課　生活係
　☎482－2934（課直通）まで
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「災害時におけるボランティア活動に関する協定」を締結

防災ワンポイントコーナー

　町はこのほど、弟子屈町社会福祉協議会（星川均会長）と「災害時におけるボランティア活動に関する協定」を締結
しました。
　平成23年の東日本大震災以降、全国各地で災害ボランティア活動に関する協定締結が進んでいます。
　道内では２年前に北海道胆振東部地震が発生し、厚真町、むかわ町、安平町などで甚大な被害が発生したために、多
くの災害ボランティアが応援に駆け付けました。
　しかし、現地で必要なボランティアの人数や内容が調整できず、せっかくのボランティアを有効に活用できなかっ
た例もあり、これらの教訓をもとに、協定を締結し
ました。内容としては、「①災害ボランティア要望の
意思決定手順、②災害ボランティアセンター設置手
順、③災害ボランティアの受付要領」などをあらか
じめ定め、円滑な災害ボランティアセンターの運営
ができるようにしたものです。
　４月16日に行われた協定締結式では、德永町長は
「本町は過去に屈斜路湖や奥春別付近を震源とする
震度６クラスの地震が発生している。川湯には噴火
警戒レベルが運用されているアトサヌプリ（硫黄
山）があり、常に災害リスクを抱えている。発災時に
は多くの被災者が発生することが見込まれること
から、この度の星川会長の申し出にたいへん感謝い
たします。」とお礼の言葉を述べました。

問い合わせ先／役場総務課防災情報係☎４８２‐２９１２（課直通）

協定書を手に德永町長(左）と星川会長（右）

ご利用ください 空き家バンク・人財バンク
　町で実施している「空き家バンク制度」「人財バンク制度」を紹介し
ています。
　４月15日現在、「空き家バンク」で募集している空き家物件は９件

（売買９件）。今月は「登録番号27物件」を紹介します。
　「人財バンク」に登録されているのは、個人登録８人、団体登録８
団体。今月は、団体登録番号８ 「しらかば合唱会」を紹介します。
　それぞれの詳しい内容は、町公式ホームページに掲載していま
す。ご覧いただき、ぜひ、ご活用ください。

▼空き家バンクホームページ

　 https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_
tetsuzuki/sumai_seikatsu/1/1658.html

▼人財バンクホームページ

　 https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/
kyoikuiinkai_shakaikyoikuka/jinzaibank/997.html

空き家バンク 人財バンク

空き家バンク
登録番号 27

▼場所／高栄三丁目441番地１・16

▼ �建物／木造２階建て

　　　　６ＬＤＫ

▼建築年／1979年

　　　　　（昭和54年）

▼価格／300万円

▼氏名／しらかば合唱団

▼ �分野／社会教育・まちづくり・学術・文化・芸術・

スポーツ

▼ �ＰＲ／講師に吉口

教子先生を迎え、

和気あいあいと楽

しく歌っていま

す。弟子屈町総合文化祭など、さまざまな行事

に参加。男女問わず仲間を募集していますの

で、ぜひ参加してください！

　　　　　　　　空き家バンク／役場まちづくり政策課政策調整係☎４８２‐２９１３（課直通）
　　　　　　　人財バンク／教育委員会社会教育課社会教育係☎４８２‐２９４８（課直通）

人財バンク
団体登録番号８

問い合わせ先／


